
Ⅱ 北 海 商 科 大 学 大 学 院 学 則





北海商科大学大学 学則

- 1 - 

 

１   

（目 ） 

1 条 北海商科大学大学院(以下「本大学院」という。)は、「 者 の 」という 学の

に き、学術の理論 用を教 研究し、その を究め、 に た、 ー

ル時 に しい、 アジア の に する の を 成することを目 とする。 

（ 等） 

2 条 本大学院は、その教 研究 の 上を図 、その目 会 を 成するため、教

研究 の に いて ら を行い、その を公表するものとする。 

２ 前項の に関する事項に いては、 に める。 

（認 ） 

条 本大学院は、前条の に え、教 研究等の 合 な に いて、 で める期間ご

とに、文 科学大 の認 を受けた者による を受けるものとする。 

２ 前項に関する事項に いては、 に める。 

（ファ ル ・ ッ メント） 

4 条 本大学院は、 の内容 方法の を図るための な研修 研究の に める

ものとする。 

（情報の公表） 

5 条 本大学院は、教 研究 等の に いて、 行 の 載その く を図ることが

できる方法によって に情報を提 するものとする。 

（大学院の 程） 

6 条 本大学院に、修士 程 博士 期 程を く。 

（修士 程） 

7 条 修士 程は、 い に立って な学 を け、専 分 における研究 は 度の専

を要する 等に 要な 度の を うことを目 とする。 

（博士 期 程） 

8 条 博士 期 程は 専 分 に いて研究者として 立して研究 を行い はその の専

な 務に 事するに 要な 度の研究 その となる豊かな学 を うことを目

とする。 

（研究科、専 、入学 容 ） 

条 本大学院修士 程に の研究科 専 を き、入学 容 は、 のとお とす

る。 

 

研究科 専        入学   容

商学研究科 ビジネス専  ５名 １０名 
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２ 本大学院博士 期 程に の研究科 専 を き 入学 容 は のとお とす

る。 

 

３ 研究科に関する は、 に める。 

（ 修 限 修 限） 

10 条 修士 程の 修 限は 2 とし、4 を えて 学することはできない。 

２ 博士 期 程の 修 限は とし、6 を えて 学することができない。 

（学 時間） 

11 条 本大学院の学 は、4 1 日に ま 、翌 1 日に る。ただし、 な事 によ

る場合、10 1 日に ま 、翌 0 日に ることができる。 

２ １ 間の を行う期間は、 等の期間を め、 5 に たることを とする。 

（学 期） 

12 条 学 を の 2期に分ける。 

前期  4 1 日から 0 日まで 

期 10 1 日から翌 1 日まで 

２ な事 による場合、前項の学期の を することができる。 

（ 日） 

1 条 本大学院において 研究 を行 ない日は、 のとお とする。ただし、 の

要がある場合は、この限 でない。 

（1）日 日 

（2）国 の祝日  国 の祝日に関する法 （ 和 2 法 178 ）に する日 

（ ）北海学園 立記 日  5 16 日 

（4） 日       8 １日から 20 日まで 

（5） 日       12 2 日から翌 1 日まで 

（6） （学 ） 日 2 5 日から 2 日まで 

２ 学 は、研究科 会の を て 日を し、 時 日を け、 は 日に を行

うことができる。 

 

２  入学 入学 

（入学の時期） 

14条 本大学院の入学の時期は、 4 とする。ただし、 な事 による場合、 期から入学

することができる。 

（入学資格） 

15 条 本大学院の修士 程に入学することができる者は、 の の一に 当する者とする。 

（1）学 教 法 52 条の大学を した者 

研究科 専        入学   容

商学研究科 ビジネス専  ２名   ６名 
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（2） 国において、学 教 における 16 の 程を修 した者 

（ ）大学院 大学の専 科の入学に関し大学を した者と 等以上の学 があると認められる

者の ( 和 28 2 7 日文 告 ５ )で文 科学大 が した者 

（4）専修学 の専 程（修 限が 以上であることその の文 科学大 が める を

たすものに限る。)で文 科学大 が に するものを文 科学大 が める日以 に修 し

た者 

（5）学 教 法 68 条の 2 1 項の によ 学士の学位を された者 

（6）大学に 以上 学し、本大学院において、 の科目、 位を れた成 をもって修 した

ものと認められた者 

（7）その 、本大学院において、大学を した者と 等以上の学 があると認められた者 

２ 本大学院の博士 期 程に入学することができる者は、 の の一に 当する者とする。 

（1）修士の学位 は専 学位（学 教 法 104 条 １項の に き学位 （ 和 28

文 ） 5条の 2 に する専 学位をいう。以下 。）を する者。 

（2） 国の大学において前 と 等 は 等以上の学 を する者 

（ ）大学院の入学に関し修士の学位を する者と 等以上の学 があると認められる者の （平

成 1日文 告 118 ）で文 科学大 が した者 

（4）その 、本大学院において、修士の学位を する者と 等以上の学 があると認められた者 

（入学の い出） 

16 条 本大学院に入学を する者は、 の書類に 表 に める を えて、学 に

い出なければならない。 入学 入学に いても、 とする。 

（ 入学） 

17 条 入学を する者は、前条に るものの か、現に 学する大学院を く大学の学

の 書を 付しなければならない。 

（入学の ） 

18 条 本大学院に入学 は 入学しようとする者に いては、 を行い、研究科 会の を

て、合格者を する。 

２ 前項による合格者のう 、 期日までに、 表 に る入学 等を 入し、 の入学手

を した者に、学 は入学の を える。 

 

３  学 学 

（  学） 

1 条 の大学院に 学しようとする者は、 学 を研究科 に提出し、学 の を受けなけ

ればならない。 

（  学） 

20 条 学 は、学 の を て、 国の大学院 はそれに 当する教 ・研究機関等に 学し、

要な研究 等を受けることができる。 

２ 学を 望する者は、 の 学 を研究科 に提出し、学 の を受けなければならな

い。 
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３ 学期間は、 として 1 以内とする。ただし、研究 教 上 に 要があると認められる

ときには、その期間を することができる。 

４ 学期間は、 10 条の 修 限に 入する。 

５ 学に関する 程は、 に める。 

 

４  学、 学、除 入学 

（  学） 

21 条 学 は、 その むを ない理 によ 、 期に た 学修できないとき、その

の事 があると認められたときは、 学 を研究科 に提出し、学 の によ 、 学する

ことができる。 

２ 前項の 学 には、理 を に記載した書 を 付しなければならない。 

３ 学は、当 学 限 とする。ただし、 の事情がある場合には、 き き１ に限 す

ることができる。 

４ 学期間は、 10 条の 修 限と 数を えることはできない。 

５ 学期間は、 修 限に 入しない。 

６ 前項による 学期間 にその事 が したときは、学 の によ 、 学することができる。 

（ 学 入学） 

22 条 本大学院を 学しようとする者は、理 を 記した 学 を研究科 に提出し、学 の

を受けなければならない。 

２ 学期間 前に 学 は 学の い出がない者に いては、 学期間 をもって 学とする。 

３ 前項による 学者が 入学を い出たときは、研究科 会の を て、学 が することが

できる。 入学に当たっては、 18 条の に き、 入学を する。 

（除 入学） 

2 条 の の一に 当する者に いては、学 は、除 するものとする。 

（1）修士 程にあっては 10 条 1 項、博士（ 期） 程にあっては 条 2 項の 修 限

を えるとき 

（2） したとき 

（ ）行方不 になったとき 

（4） 等の 入を 、 を受けて、なお 入しないとき 

（5）入学を したとき 

２ 前項 1 、 は 4 によ 除 された者が を い出たときは、 18 条の を

用して、 入学を する。 

 

５  教 方法等 

（ 科目 位数） 

24 条 本大学院に する修士 程 博士 期 程の 科目 位数は、 表 １

２に るとお とする。ただし、 の大学院との間の 位 度の に き認 位数

を に める場合は、この限 ではない。 
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（ 研究 ） 

25 条 本大学院修士 程 博士 期 程の教 は、 科目の 学位論文の作成等に

する (以下「研究 」という。)によって行う。 

（ 教 教 ） 

26 条 修士 程 博士 期 程の学 の研究 に当るため、 学 に 教 教

を める。 

２ 前項の 教 教 は、研究科 会において める。 

（ 修方法等） 

27 条 研究科における研究 修に関する は、 に める。 

（ 位の 方法） 

28 条 科目の 位 方法は、１ 位の 科目を 45 時間の学修を 要とする内容をもって

成することを とし、15 時間の をもって１ 位とすることを とする。 

（ 期間） 

2 条 科目の は、15 に たる期間を として行うものとする。 

（ の方法） 

0 条 は、 のいずれかによ 、 はこれらの 用によ 行うものとする。 

（ の大学院における 科目の 修等） 

1 条 本大学院は、教 上 と認めるときは、学 が の大学院の 科目を 修することを

認めるものとする。 

２ 学 が の大学院において 修した 科目に いて修 した 位は、修士 程の学 にあって

は、10 位を えない で、博士 期 程の学 にあっては、6 位を えない で、本大

学院において修 したものとみなす。 

３ 前２項の は、学 が 国の大学院に 学する場合に いても、 用する。 

（入学前の 修 位等の認 ） 

2 条 研究科において、教 上 と認めるときは、本大学院に入学した学 が、本大学院に入

学する前に大学院において 修した 科目に いて修 した 位（科目等 修 として修 し

た 位を む。）を本大学院における 科目の 修によ 修 したものとみなし、 に める認

の によ 研究科 会の を て認 することができる。 

２ 前項によ えることのできる 位数は、修士 程の学 にあっては、10 位を えないもの

とし、博士 期 程の学 にあっては、6 位を えないものとする。 

３ 前項の 位は、修士 程の学 にあっては 10 条 1 項、博士 期 程の学 にあっては 10

条 2 項に める 修 限の を ない。 

（教 方法の ） 

条 本大学院は、教 上 の 要があると認められる場合には、 間その の時間 は

時期において は研究 を行う等の 当な方法によ 教 を行うことができる。 

６  程の修 要 学位の  

（ 位の ） 

4 条 本大学院においては、 の 科目を 修した者に して の上 位を える。 
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２ は、 として学 は学期 に行う。 

３ 修士 程 博士 期 程の学 の の は、 、 、 、 、 、 の

とし、 、 、 、 、 、 を合格とする。 

（修士 程 博士 期 程の修 要 ） 

5 条 修士 程の修 要 は、本大学院の修士 程に 2 以上 学し、 アジア関連科目のう

2 科目 4 位、「 研究 」4 位 「 研究 」6 位を む 0 位以上修 し、

か 、 要な研究 を受けた上、研究科が当 修士 程の目 に 、本大学院の行う修士論

文の審査 に合格することとする。 

ただし、 学期間に関しては、 れた研究 を上 た者は、修士 程に１ 以上 学すれば

るものとする。 

２ 博士 期 程の修 要 は、本大学院の博士 期 程に 以上 学し、 教 の「 研究」

（2 位）、 教 の「 研究」（2 位） 教 の「研究 」（8 位）を

む 12 位以上を修 し、か 、 要な研究 を受けた上、本大学院の行う博士論文の審査

に合格することとする。 

ただし、 学期間に関しては、 れた研究 を上 た者に いては、博士 期 程に１ 以

上 学すれば るものとする。 

３ 大学院 条 項の によ 修 限を 1 以上2 とした修士 程を修

した者 16 条 １項ただし書の による 学期間をもって修士 程を修 した者の

博士 期 程の修 の要 に いては、「修士 程における 学期間に を えた期間」と「

（修士 程に 2 以上 学し 当 程における 学期間を む。）」とする。 

（学位の ） 

6 条 修士 程 は博士 期 程の 程を修 した者には、北海商科大学学位 の めるとこ

によ 、それ れ修士 は博士の学位を する。 

２ 本大学院の博士 期 程を修 しない者であっても、博士論文を提出し、その審査 に合

格して、本大学院博士 期 程修 者と 等以上の学 があると認められる場合には、博士の学

位を することができる。 

３ 北海商科大学学位 は、 に める。 

 

  

（表 ） 

7 条 学 で 学 ともに な者を、研究科 会の を て、学 が表 することができ

る。 

（ 学 度） 

8 条 学 英のため、 学 度を ける。 

２ 学 程は、 に める。 

（ の を る 務） 

条 学 は、本大学院の教 等を して た の を らしてはならない。 

２ 法 による 等とな 、前項の に属する事項を 表する場合には、あらか め学 の
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を なければならない。 

（  ） 

40 条 学 が本大学院の学 に し、 は学 の本分に する行 があったときは、学 がこ

れを することができる。 

２ は、 告、 学 学とする。 

３ 前項の 学は、 の の一に 当する学 に して行うことができる。 

(1) 行 その の 法行 （ 大な 法 ） 

(2) スメント等の を する行  

( ) 等における不正行 論文等の作成における学 理に する行  

(4) 情報 理に する行  

(5) 学 理に する行  

(6) 学 の学 、研究およ 教 の教 研究 等の正当な を する行  

(7) 本学の名 は信用を しく ける行  

(8) その 学 としての本分に する行  

 

 等、 等の 除 

（ 等） 

41 条 学 は、 表 に る の入学 、 教 を、 に めるとこ によ

、 入しなければならない。 

２ の事情によ 、 教 の 入が な場合は、学 は、 に めるとこ に

よ 、当 入 を することができる。 

３ 学者は、その期間 の 教 の 入を 除する。ただし、 表による 分 期

の で 学、 学する場合は、その期の 教 の 入を 除しない。 

４ 本大学院学 1 条に める 修 限 は修 限を えて 学する者が に 程

を修 した場合は、 表 3 に る 入 のう 2 期分の ・教 を 除

する。 

（入学 等の不返 ） 

42 条 に 入した入学 、入学 、 教 は、返 しない。 

 

  

（研究科 会） 

4 条 研究科に、研究科 会を く。 

２ 研究科 会は、 科目を 当する専 の教 をもって する。 

３ 研究科 会は、研究科 が し、その となる。 

（研究科 ） 

44 条 研究科に、研究科 を く。 

２ 研究科 は、研究科の専 教 をもって て、研究科を 括する。 

３ 研究科 の 期は、2 とする。ただし、 を ない。 
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４ 出方法 務に いては、 に める。 

（研究科 会の審 事項） 

45 条 研究科 会は、研究科に関する の に る事項を審 する。 

（1）研究科の に関する事項 

（2）教 研究の に関する事項 

（ ）教 の に関する事項 

（4）学 の入学、表 に関する事項 

（5） 修士論文 は博士論文の審査に関する事項 

（6）その 研究科に関する 要な事項 

２ 研究科 会は、前項に る事項のう １ から ５ までの事項 その 学 が め

る事項に いて、学 に を るものとする。 

 

10  研究 、 、科目等 修 国 学  

（研究 ） 

46 条 本大学院 の入学を目 に 事項に き研究を行なおうとする者があるとき、 は大学

院修士 程、博士 期 程の修 者で、本大学院において 事項に き研究を行なおうとする

者があるとき、学 は、学 の教 に支 がない限 、研究科 会の を て、研究 とし

て入学を することができる。 

２ 前項に めるものの か、研究 に関し 要な事項は、研究科 会の を て、学 が める。 

（ ） 

47 条 公の機関 は 体等から、本大学院において研究 を受けさせるため、その を

されたときは、学 は、学 の教 に支 がない限 、研究科 会の を て、 として、

これを することができる。 

２ 前条 ２項の は、 に いて 用する。 

（ 科目等 修 ） 

48 条 本大学院において、 の 科目を 修する の大学院の学 があるときは、本大学院

の学 の教 に支 のない限 、当 大学院との に き、 科目等 修 としてその

修を認めることができる。 

２ 前項に めるものの か、 科目等 修 に関し 要な事項は、研究科 会の を て、学

が める。 

（一 科目等 修 ） 

4 条 本大学院の修士 程の の 科目の 修を 望する者があるときは、学 は、学 の

教 に支 がない限 、研究科 会の を て、一 科目等 修 としてこれを すること

ができる。 

２一 科目等 修 が 科目の に合格したときは、 書を 付する。 

３ 前項に めるものの か、一 科目等 修 に関し 要な事項は、研究科 会の を て、学

が める。 

（ 国 学 ） 
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50 条 国 で 15 条 の一に 当する者の入学の い出があるときは、学 は、研究科

会の を て、 国 学 として入学を することができる。 

２ 国 の入学手 に いては、 に めるとこ による。 

（受 等） 

51 条 研究 、 、 科目等 修 、一 科目等 修 は、 表 4 に る を 入

しなければならない。 

２ 位 は海 との学 に く 科目等 修 国 学 の 、

入学 、受 は の手 きを て不 とする。 

３ 国 学 の 入 は、 表 4 に る と とする。 

（ 用除 ） 

52 条 研究 、 、 科目等 修 、一 科目等 修 国 学 に いては、この

で めるものの かは、 用除 項目を除いて、この学 を 用する。 

 

附  

この学 は、平成 2 ４ １日から 行する。 

附  

この学 は、平成 25 ４ １日から 行する。 

附  

この学 は、平成 25 10 １日から 行する。 

附  

１ この学 は、平成 27 ４ １日から 行する。 

２ 5 条 １項 その 表１は、平成 25 度１ 入学者から 用し、平成 24 度

以前の入学者に いては 前の による。 

附  

１ この学 は、平成 28 ４ １日から 行する。 

２ 41 条の 表 と 51 条の 表 4 は、平成 28 度１ 入学者から 用し、平成 27

度以前の入学者に いては 前の による。 

附  

１ この学 は、平成 2 ４ １日から 行する。 

附  

１ この学 は、平成 1 ４ １日から 行する。 

２ 5 条は、平成 0 度１ 入学者から 用し、平成 2 度以前の入学者に いて

は 前の による。 
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表１ 

商学研究科修士 程 

   科 目 名 位数 

1．北 アジア ー ン関連科目  

 

アジア語学 （ 国語） 2 位 

アジア語学 （ 国語） 2 位 

国文 論  2 位 

国文 論  2 位 

日本 論  2 位 

2． アジア関連科目  

 

アジア 論  2 位 

アジア市場論  2 位 

アジア 論  2 位 

アジアビジネス論  2 位 

アメリ ビジネス  2 位 

．商 学 関 連 科 目  

 

商 論  2 位 

ス 論  2 位 

分 論  2 位 

論  2 位 

国際 ス 論  2 位 

ー ン  2 位 

務会 論  2 位 

管理会 論  2 位 

管理論  2 位 

4． 関連科目  

 

論  2 位 

論  2 位 

情報 ス 論  2 位 

査論  2 位 

論  2 位 

論  2 位 

ス 論  2 位 

5． 研究関連科目  

 
研究  2 位 

研究  2 位 
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   科 目 名 位数 

5． 研究関連科目  
 研究   2 位 

 研究  2 位 

 研究  2 位 

6． 科目  
  2 位 

 

表２ 

商学研究科博士 期 程 

   科 目 名 位数 

1． ー ルビジネス研究科目  

 
アメリ ビジネス 研究 2 位 

アジアビジネス 研究 2 位 

2． ース・ビジネス関連研究科目  

 

ー ン ・ ス 研究  2 位 

ー ン ・ ス 研究  2 位 

・ ス 研究  2 位 

・ ス 研究  2 位 

． 関連研究科目  

 

研究  2 位 

研究  2 位 

研究  2 位 

研究  2 位 

4．研究関連 科目  

 

研究関連 研究  2 位 

研究関連 研究  2 位 

研究関連 研究  2 位 

研究関連 研究  2 位 

アジア 論 研究 2 位 

5．研究 科目  

 

研究  2 位 

研究  2 位 

研究  2 位 

研究  2 位 
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表３ 

（１） 修士 程 

区分 研究科  

入学  商学研究科      ３０ ０００  

入学  商学研究科 ２００ ０００  

 商学研究科   ２ ０００  

教  商学研究科   １００ ０００  

 

（２） 条に く 学  

区分 研究科  

入学  商学研究科      ３０ ０００  

入学  商学研究科 １００ ０００  

 商学研究科   ４３６ ０００  

教  商学研究科    ５０ ０００  

 

（３） 博士（ 期） 程 

区分 研究科  

入学  商学研究科      ３０ ０００  

入学  商学研究科 ２００ ０００  

 商学研究科   ２ ０００  

教  商学研究科   １００ ０００  

 

（４） 条に く 学  

区分 研究科  

入学  商学研究科      ３０ ０００  

入学  商学研究科 １００ ０００  

 商学研究科   ４３６ ０００  

教  商学研究科    ５０ ０００  

 

 入学 の いに いては、 のとお とする。 

 

1． 本学・本学大学院およ 北海学園大学・北海学園大学大学院を 、本学大学院修士 程

入学するときは、入学 を 除する。ただし、２ などで以前 入した入学 との差 が

ある場合は、その差 を する。 

2．本学大学院およ 北海学園大学・北海学園大学大学院修士 程 、博士（ 期） 程 入学

するときは、入学 を 除するが、２ などで以前 入した入学 との差 がある場合は、

その差 を する。 
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表４ 

（１）研究  

 

 

  

 

 

＊本学の 北海学園大学の の入学 は 除。ただし、２ などで以前 入

した入学 との差 がある場合は、その差 を する。 

＊ ２期以 入学者の場合、受 に いては、 とする。 

 

（２）  

 

 

 

 

 

＊本学 の入学 は 除。 

＊ ２期以 入学者の場合、受 に いては、 とする。 

 

（３） 科目等 修  

 

 

 

 

 

＊ 属大学との によ める。 

 

（４）一 科目等 修  

 

 

 

 

 

 

＊本学の 北海学園大学の の入学 、入学 は 除 

＊ ２期以 入学者の場合、受 に いては、 とする。 

 

区分 研究科  

審査  商学研究科 １５ ０００  

入学  商学研究科 ５０ ０００  

受  商学研究科 ２１ ０００  

区分 研究科  

 商学研究科 ３０ ０００  

入学  商学研究科 ５０ ０００  

受  商学研究科 １ 位 ０００  

区分 研究科  

 商学研究科 ３０ ０００

入学  商学研究科 ５０ ０００

受  商学研究科 １ 位 ０００

区分 研究科  

 商学研究科 ３０ ０００

入学  商学研究科 ５０ ０００

受  商学研究科 １ 位 ０００
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